
健康企業経営・ダイバーシティ経営に関する以下のいずれかの取り組みを推進している
従業員の健康診断受診率が

80%以上であり、診断結果に
応じて再検査の受診も推進

従業員に対する
メンタルヘルスに関する
啓発や教育を実施

女性、高齢者、外国人、障害者等
多様な人材を雇用し

ダイバーシティ経営を推進

健康企業経営・ダイバーシティ経営に関する以下のいずれかの認定や登録等を受けている

「健康企業宣言の証」
（協会けんぽ東京支部 または 健保連東京連合会）

「くるみん」または
「プラチナくるみん」

（厚生労働大臣）
「安全衛生優良企業」

（厚生労働省）

「えるぼし認定」
（厚生労働大臣）

「ユースエール認定」
（厚生労働大臣）

「若者応援宣言企業」
（厚生労働省）

「とうきょう次世代育成
サポート企業」
（東京都）

「東京ワークライフ
バランス認定企業」

（東京都）

「TOKYO働き方改革
宣言企業」
（東京都）

「東京都障害者雇用
優良企業登録事業者」

（東京都）

or
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健康企業応援・ダイバーシティ推進保証制度

健康DS保証
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ご
案
内

東京信用保証協会は、低保証料率の保証
制度「健康DS保証」で、従業員の健康増進や、
多様な人材が活躍するダイバーシティ経営
の推進に取り組む中小企業のみなさまの
成長・発展を応援します。

企業の成長・発展をサポートする3つの特長
資金使途

運転でも設備でも

OK!

融資期間

最長10年まで
OK!

保証料率

通常の保証料率と比べ

15%低率
※

競争力の
強化!

● 

新
た
な
価
値
の
創
造

● 

組
織
の
活
性
化

従業員の
健康増進

● 健康診断
● メンタルヘルス
● 労働安全衛生など

多様な
人材の活躍

● 女性の活躍
● 高齢者・障害者雇用
● 次世代育成など

企業

信用保証でサポート
通常より15%低い保証料率※

我々に
おまかせ
ください

2016.12

※一般保証料率（無担保1,000万円超の場合）



健康企業応援・ダイバーシティ推進保証制度 【略称「健康ＤＳ保証」】

以下のいずれかの要件（①～⑬）を満たす、従業員数５人以上の中小企業者

① 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部または健康保険組合
連合会（健保連）東京連合会から「健康企業宣言の証」の交付を
受けている。

② 厚生労働大臣（東京労働局長）から「くるみん」または「プラチナく
るみん」の認定を受けている。

③ 厚生労働省（東京労働局長）から「安全衛生優良企業」の認定を
受けている。

④ 厚生労働大臣（東京労働局長）から「えるぼし認定」を受けている。
⑤ 厚生労働大臣（東京労働局長）から「ユースエール認定」を受けて
いる。

⑥ 厚生労働省の「若者応援宣言企業」である。

⑦ 東京都の「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録している。
⑧ 東京都の「TOKYO働き方改革宣言企業」である。
⑨ 東京都の「東京ワークライフバランス認定企業」（過去認定企業
を含む）である。

⑩ 東京都の「東京都障害者雇用優良企業登録事業者」である。
⑪ 従業員の健康診断受診率（直近）が80%以上であり、診断結果
に所見があった場合に再検査の受診を推進している。

⑫ 従業員に対し、メンタルヘルスに関する啓発や教育を実施してい
る。

⑬ 多様な人材（女性、高齢者、外国人、障害者等）を雇用してその
活躍を促し、ダイバーシティ推進に積極的に取り組んでいる。

申 込 人
資 格 要 件

運転資金または設備資金対 象 資 金

2億8,000万円（組合4億8,000万円）融 資 限 度 額

責任共有制度対象保 証 割 合

10年以内（据置期間1年以内を含む）融 資 期 間

分割返済（融資期間が1年以内の場合は一括返済も可）返 済 方 法

証書貸付（融資期間が1年以内の場合は手形貸付も可）融 資 形 式

金融機関所定利率融 資 利 率
●  担保・・・必要に応じて　　●  保証人・・・原則として法人代表者のみ担保・保証人

通常の申込関係書類のほか、本制度所定の「『健康企業応援・ダイバーシティ推進保証制度』申込書」の添付が必要です。必 要 書 類

保 証 料 率 次の保証料率を適用

※有担保の場合、0.1％差し引いた保証料率を適用する。中小企業の会計処理による保証料率割引については、当協会所定の定めによる。

1

1.61%保証料率
2

1.48%

3

1.31%

4

1.14%

5

0.97%

保　証　料　率　区　分
6

0.85%

7

0.68%

8

0.51%

9

0.38%

■ 取 扱 期 間／ 平成28年12月1日～平成30年3月31日（当協会保証申込受付分）まで

■ 保証申込・相談窓口

■ 制 度 概 要

本店保証部
担当地域：千代田区・中央区・
港区・島嶼
〒104-8470
中央区八重洲2-6-17

TEL.03-3272-3151

池袋支店
担当地域：豊島区・板橋区・
練馬区
〒170-0013
豊島区東池袋1-24-1  
ニッセイ池袋ビル8階
TEL.03-3987-5445

新宿支店
担当地域：新宿区・中野区・
杉並区
〒160-0023
新宿区西新宿6-3-1  
新宿アイランド・ウィングビル3階
TEL.03-3344-2251

千住支店
担当地域：足立区・荒川区
〒120-0036
足立区千住仲町40-10  
住友生命北千住ビル2階
TEL.03-3888-7231

上野支店
担当地域：台東区・文京区・
北区
〒111-0041
台東区元浅草2-6-7  
マタイビル5階
TEL.03-3847-3171

葛飾支店
担当地域：葛飾区
〒125-0062
葛飾区青戸7-2-5  
東京都城東地域中小企業
振興センター3階
TEL.03-5680-0801

五反田支店
担当地域：品川区・目黒区
〒141-0022
品川区東五反田2-10-2  
東五反田スクエアビル4階
TEL.03-5447-8250

錦糸町支店
担当地域：墨田区・江東区・
江戸川区
〒130-0013
墨田区錦糸1-2-1  
アルカセントラルビル4階
TEL.03-5608-2011

渋谷支店
担当地域：渋谷区・世田谷区
〒150-0002
渋谷区渋谷3-28-13  
渋谷新南口ビル5階
TEL.03-5468-0135

大田支店
担当地域：大田区
〒144-0035
大田区南蒲田1-20-20
東京都城南地域中小企業
振興センター3階
TEL.03-5710-3610

立川支店
担当地域：八王子支店担当
地域以外の多摩地区
〒190-0012
立川市曙町2-37-7  
コアシティ立川ビル5階
TEL.042-525-6621

八王子支店
担当地域：八王子市・町田市・
日野市・多摩市・稲城市
〒192-0046
八王子市明神町3-20-6
八王子ファーストスクエアビル3階
TEL.042-646-2511

創業アシストプラザ
担当地域：23区・島嶼
〒104-8470
中央区八重洲2-6-17

TEL.03-3272-2279

創業アシストプラザ  多摩分室
担当地域：多摩地区の市町村
〒190-0012
立川市曙町2-37-7  
コアシティ立川ビル5階
TEL.042-525-3101

奥多摩町

檜原村 あきる野市

日の出町
羽村市

瑞穂町

福生市
武蔵村山市 東大和市

立川市昭島市

八王子市

日野市

多摩市

国立市
府中市

小金井市
国分寺市

小平市

東村山市
東久留米市

清瀬市

西東京市

武蔵野市

三鷹市

調布市

狛江市

世田谷区

杉並区
中野区

新宿区

渋谷区

港区

千代田区

中央区 江東区

江戸川区

墨田区台東区文京区

豊島区 荒川区 葛飾区

足立区

北区

板橋区

練馬区

目黒区

品川区

大田区

稲城市

町田市

青梅市


